
 

 

母 子 保 健 行 政 の あ ゆ み 
 
年度 国  山  口  県 その他の主な事項 

昭和 

12 
･保健所法制定 

･産婦・乳幼児保健指導 
  

13 
･国民健康保険法公布 

･厚生省設置 
･防府保健所設置  

14  ･豊田保健所設置  

15  ･岩国保健所設置  

17 ･妊産婦手帳制度施行 ･萩保健所設置  

19  
･大島・玖珂・柳井・徳山・山口・宇部・ 

美祢・長門・阿東保健所設置 
 

22 ･新保健所法公布 

･児童福祉法制定 

･厚生省に児童局設置 

 
 

23 ･妊婦健康診査制度創設（一般健診全階層） 

･乳児健康診査制度創設 

･妊産婦・乳幼児保健指導 

･優生保護法の制定 

 

 

 

 

 

24  ･出生数ピーク  50,760人  

26 
･保健所における「妊産婦・乳幼児の保健指 

導」指針を規定 

･補装具給付制度創設 

･「児童憲章」制定 

  

27 ･家族計画事業の推進 

･栄養改善法の制定 
･山口県児童福祉法施行規則制定 

･豊浦保健所設置 
 

29 ･育成医療制度創設 ･厚狭保健所設置、県下に15保健所整備  

30 

 
･妊産婦・乳幼児保健指導に母性保護普及事 

業(ＡＢＣ階層)及び家族計画相談事業追加 

  

33 

 

 

･未熟児養育医療制度創設 

･妊産婦・乳幼児保健指導に未熟児訪問指導 

追加 

･「母子健康センターの設置」推進 

  

34 ･結核児童療育制度創設   

35 ･「家族計画特別普及事業実施要綱」制定  ･母子健康センター県下で初めて 

田万川町に設置 

36 ･三歳児健康診査制度創設 

･妊産婦・乳幼児保健指導に新生児訪問指導 

追加 

･栄養指導車運行開始 ･母子健康センター錦町に設置 

37 ･妊産婦・乳幼児保健指導に妊産婦訪問指導 

追加 
・妊産婦・新生児の訪問指導を助産婦に

依頼 
･母子健康センター田布施町、 

阿武町に設置 

38 ･妊娠中毒症等療養援護事業制度創設  

（Ｄ1階層まで） 

･三歳児健康診査に精密健診を追加 

 ･母子健康センター川上村に設置 

39 ･育成医療に先天性心臓障害を追加  ･山口県小児保健研究会発足 
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年度 国  山  口  県 その他の主な事項 

40 ･「母子保健法」制定 

･母子栄養強化事業制度創設（ＡＢ階層） 

･母子栄養強化対策事業費補助金交付要綱 

制定 

･第１回山口県愛育大会開催 

･母子健康センター鹿野町に設置 

41 ･母子栄養強化事業対象をＣ階層まで拡大 

･「母子乳幼児の健康診査及び保健指導に関 

する実施要領」制定 

 ･母子健康センター山陽町に設置 

42 ･未熟児養育医療の給付対象に重症黄疸児の 

交換輸血を追加 
･「不幸な子供の生まれない施策」を実施 ･母子健康センター秋芳町に設置 

43 ･妊娠中毒症等療養援護事業に妊産婦糖尿病 

を追加  

･三歳児健康診査に精神発達検査を追加 
･母子保健推進員制度創設 

･育成医療に先天性臓器等障害を追加 

・フェニールケトン尿症検査開始  

44 ･先天性代謝異常児医療制度創設 

･妊婦一般健康診査医療機関委託制度創設 

･一般健康診査２回(ＡＢ階層) 

･乳児精密検査医療機関委託制度創設 

（２回 ＡＢ階層） 

･三歳児健康診査に精神発達精密検査を追加 

  

45 ･未熟児養育医療給付、出生体重2,000g以下 

に拡大  

･医療機関委託妊婦一般健康診査に精密診査 

(１回)を追加し、対象をＤ1階層まで拡大 

･医療機関委託乳児一般健康診査対象をＤ1階 

層まで拡大 

･母子保健推進会議に対する母子保健推進員 

（研修費）補助 

･妊産婦・乳幼児保健指導に新生児のフェニ 

ールケトン尿症検査を追加 

･母乳汚染疫学調査研究（ＢＨＣ農薬） 

  

46 ･母子保健体操の普及指導 

･小児がん治療研究事業の実施 
  

47 ･母子保健推進活動の対象市町村を1/3市町村 

から1/2市町村に拡大 

･母乳汚染疫学調査研究（ＰＣＢ） 

･育成医療に後天性心臓障害及び血液透析医 

療を追加 

･慢性腎炎、ネフローゼ、小児ぜんそく医療 

給付事業の実施 

･先天性代謝異常児、血友病の対象年齢を拡 

大（乳幼児から13歳未満児童まで） 

 ・母子保健センター熊毛町に設

置され、県下９センター整備 

48 ・医療機関委託乳児一般健康診査 

  (1) 母乳汚染対策のための精密検診を追加 

  (2) 一般健診（１回）を追加 

  (3) Ｄ1階層までを全階層に拡大 

・医療機関委託妊婦一般健康診査Ｄ1 階層ま

でを全階層に拡大 

・三歳児健康診査に尿検査を追加 

・母子保健地域組織育成費の補助 

（１県当３地区） 

  

82



 

 

年度 国  山  口  県 その他の主な事項 

48 

 
･慢性腎炎、ネフローゼ、小児ぜんそくの対 

象児童を18歳未満に拡大 

･先天性代謝異常児医療対象疾患の拡大 

(シスチン尿症、楓糖尿症、ガラクトース血

症) 血友病の給付回数の制限を撤廃 

  

49 ･医療機関委託乳児一般健康診査１回を２回 

に拡大 

･母乳汚染疫学調査研究(ＰＣＢ水銀) 

･小児慢性特定疾患治療研究事業として従来 

の小児ガン、慢性腎疾患、小児ぜんそく、 

先天性代謝異常、血友病に糖尿病、膠原病､ 

慢性心疾患内分泌疾患を追加 

･全乳児を対象に乳児医療機関委託健康診 

査を市町村に委託し実施 

･大腿四頭筋短縮児実態調査を実施 

（県内707名） 

･山口県母子保健推進県民運動実施 

 

50 ･母乳運動の推進 
  

51 ･市町村母子保健事業として、乳児保健相談 

事業及び母子保健地域組織育成事業が追加 

･慢性腎疾患、慢性心疾患の対象年齢を20歳 

未満に拡大 

  

52 
･市町村母子保健事業のメニュー化 

･１歳６か月児健康診査事業創設 

･先天性代謝異常検査事業創設 

･膠原病、血友病の対象年齢を20歳未満に拡大 

  

53 ･医療機関委託妊婦一般健康診査に同和分 

（後期１回）を追加 

･下垂体性侏儒（小人）症の通院医療が追加 

･小児等慢性特定疾患医療費給付事業開始 ･田万川町母子保健センター廃止 

･田万川町保健センター設置 

54 
･妊娠中毒症等療養援護事業に貧血、産科出 

血、心疾患を追加 

･悪性新生物の通院医療が追加 

･ぜんそくの対象年齢を20歳未満に拡大 

･先天性代謝異常検査事業に先天性甲状腺機

能低下症検査を追加 

 ・宇部市、周東町、上関町保健

センター設置 

55 ･内分泌疾患のうち下垂体性侏儒（小人）症 

の対象年齢を20歳未満に拡大 

･乳幼児身体発育調査並びに幼児健康（度） 

調査  

・先天性代謝異常等検査採血料補助事業

（生保世帯） 
･小野田市、菊川町保健センター 

設置 

56 ･膠原病疾患の若年性リューマチが通院治療 

まで拡大   

･多発性動脈炎及び大動脈炎症候群を削除 

（特定疾患治療研究事業の対象になっている

ため） 

・先天性代謝異常等検査採血料補助事業 

（所得税非課税世帯まで拡大） 

・愛育大会を廃止、母子保健地区大会を

３ブロックで開催 

・心身障害児総合療育機能推進モデル事

業開始（山口市－３か年） 

･柳井市、玖珂町、豊浦町保健セ 

ンター設置  

 

  

57 ･内分泌疾患のうち思春期早発症、思春期遅 

延症の通院治療追加 

 ･下松市、美和町、大和町保健セ 

ンター設置 

58 ･内分泌疾患すべての通院治療を認める  ･防府市、美祢市、新南陽市、須

佐町保健センター設置 

59 ･悪性新生物の対象年齢を20歳未満に拡大 

･神経芽細胞種検査事業創設 

･健全母性育成事業創設 

・すこやかベビー推進協議会の設置 

・未熟児搬送用保育器設置 

・心身障害児総合療育機能推進事業開始

（山口保健所、下関保健所管内） 

･光市､長門市､徳地町､秋芳町､ 

和木町保健センター設置 
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年度 国 山  口  県 その他の主な事項 
60 ･Ｂ型肝炎母子感染防止事業 

･乳幼児栄養調査 
・Ｂ型肝炎母子感染防止事業開始 

・神経芽細胞種検査事業開始 
･萩市、岩国市、旭村、豊北町、 

保健センター設置 

･山口県母子保健推進協議会設立 
61 ･母子保健法一部改正（S61.1226） 

団体委任事務化される。 
・青春医学講座（S61～H2） ・山口市、大畠町、平生町保健 

センター設置 

62 ･１歳６か月児健康診査一般健康診査に心理 

相談担当者及び精密健康診査を追加  

･乳児ボツリヌス症予防対策 

･乳幼児発達クリニック事業開始 

･１歳６か月児健康診査事業精密健診開始 

･心身障害児総合療育機能推進事業 

 （徳山保健所管内開始） 

･母子保健法施行細則施行（S62.4.1） 

・徳山市、阿武町保健センター 

設置  

63 

 

 

･神経芽細胞種１次マススクリーニングから 

定量検査導入(S63.4.1実施） 

･先天性代謝異常等検査に先天性副腎過形成 

症検査を追加(S64.1.1実施） 

･先天性代謝異常等検査に先天性副腎過形

成症検査を追加（S64.1.1実施） 
・阿東町保健センター設置 

 

平成 

元 
･先天性血液凝固因子障害治療研究事業  

 

 

  

･母子保健対策協議会設置(H元.4.1） 

･山口県先天性血液凝固因子障害治療研究

事業開始(H元.10.1） 

･小児慢性特定疾患医療費給付事業の対象 

疾病から血友病を除外（H元.10.1） 

･神経芽細胞種１次マススクリーニングか 

ら定量検査導入(H元.4.1実施） 

･小児期成人病予防調査事業 

（平成元年度のみ） 

･周産期医療死亡症例等調査事業 

・本郷村保健センター設置  

 

  

２ ・市町村母子保健等事業として地域母子保健

特別モデル事業が追加 

・三歳児健康診査に視聴覚検査導入 

・主婦等を対象とした保健福祉教室開催事業

開始 

・乳幼児身体発育調査実施 

・地域母子保健特別モデル事業開始  

（三隅町H2～4） 

・三歳児健康診査票の改正（視力、聴力

等に関するアンケート追加） 

・出生対策地域実践活動（H2～6） 

・出生対策キャンペーン 

  (1)子どもの未来を考える集い 

  (2)元気っ子キャンペーン 

  (3)こうのとりキャンペーン 

・由宇町、美川町、楠町保健セ 

ンター設置 

３ ・市町村母子保健事業等の整理統合 

  (1)母子保健相談・指導事業 

  (2)市町村母子保健メニュー事業 

  (3)地域母子保健特別モデル事業 

  (4)乳幼児健全発達支援相談事業 

      

・地域母子保健特別モデル事業開始    

（平生町H3～5） 

・三歳児健康診査票の改正 

・三歳児健康診査聴覚検査実施 

(岩国・宇部環境保健所) 

・母子保健対策特別強化事業 

  (1)ヤング保健セミナー（H3～5） 

  (2)はっぴいまいろうど（H3） 

・おまつりジョイントキャンペーン 

（H3～5） 

・元気っ子キャンペーン 

・妊婦・新生児救急情報システム事業 

・福栄村保健センター設置 

 

  

４ ・市町村母子保健等事業として出産前小児保

健指導事業が追加 

・母子保健法施行規則一部改正により母子健 

康手帳交付事務が市町村に委譲 

・地域母子保健特別モデル事業開始 

  （下松市H4～6） 

・出産前小児保健指導事業開始 

  （山口市H4～6） 

・錦町保健センター設置 
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年度 国 山  口  県 その他の主な事項 
４  ･三歳児健康診査聴覚検査実施 

 (山口・長門環境保健所) 

･母体・新生児救急搬送マニュアルの作成 

事業 

･妊婦健康管理特別強化（超音波検査） 

事業 

･高年齢初産婦等産後保健管理事業 

 

５ ･小児慢性特定疾患治療研究事業の血友病等

血液疾患の中から原発性免疫不全症候群を

除外（H6.1.1） 

・三歳児健康診査聴覚検査実施 

 （徳山環境保健所）  

・ハイリスク妊婦保健管理拡充事業 

・地域母子保健特別モデル事業開始 

(山口市） 

 

６ ･小児慢性疾患児手帳交付事業 

･地域保健法制定 

･母子保健法改正 

･アトピッ子すこやか支援事業 

･山口県アトピー性疾患実態調査実施  

（11月～12月） 

･総合療育システム拡充強化事業 

 (乳幼児発達支援学級8環境保健所、下関

保健所) 

･地域母子保健情報分析システムの作成 

･８０２０歯ぴっいママ健診モデル事業  

・大島町国民健康保険福祉総合

センター設置 

・秋芳町母子健康センター廃止 

７ ･市町村母子保健メニュー事業を子どもにや 

さしい街づくり事業に組替え 

･産後ケア事業開始 

･乳幼児栄養調査 

･アトピッ子すこやか支援事業 

･アトピー性皮膚炎児保健指導マニュアル 

等作成 

･妊婦・乳幼児健康診査マニュアル等作成 

事業 

･ハイリスク児保健管理拡充事業 

･環境保健サーベイランス事業 

（宇部環境保健所） 

･山陽町保健センター設置 

･山口県母子保健推進協議会１０ 

周年記念事業 

８ ･優生保護法一部改正（名称：母体保護法） 

･母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関 

する実施要領制定 

･妊婦健康診査内容の拡充  

  (35歳以上妊婦超音波検査追加） 

･周産期医療システムの整備 

･総合周産期母子医療センターの運営費補助 

･母子保健強化推進特別事業創設 

･生涯を通じた女性の健康支援事業創設 

･妊婦・乳幼児健康診査マニュアル等作成 

事業 

･女性の健康相談指導事業 

･市町村母子保健計画策定(56市町村) 

･乳幼児事故防止対策事業(～H9) 

・川上村保健センター設置 

・豊田町福祉保健センター設置 

９ ･母子保健衛生費国庫負担金及び国庫補助金 

交付要綱制定 

･母子保健強化推進特別事業改正 

 （事業主体を市町村まで拡大） 

･子どもの心の健康づくり対策事業創設 

･児童環境づくり基盤整備事業創設（子ども

にやさしい街づくり事業の組み替え） 

･疾病により長期にわたり療養を必要とする 

児童に対する療育指導の実施 

･小児慢性特定疾患治療研究事業の適正化 

･乳幼児突然死症候群実態調査 

・母子保健衛生費県負担金及び補助金交

付要綱制定 

・母と子の健康づくり事業補助金交付  

要綱制定 (子どもにやさしい街づくり

事業の組み替え） 

・山口県周産期医療検討会設置(～H10) 

・母子感染症防止対策事業 

・山口県不妊相談検討会設置 

・不妊専門相談センター設置 

・女性健康支援センター設置 

・未熟児相談指導事業 

・長期療養児指導事業 

 

・川上村母子健康センター廃止 

・下関市山陽地区保健センター

設置 
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年度 国 山  口  県 その他の主な事項 
９  ・小児慢性特定疾患治療研究事業におけ

るヒト成長ホルモン治療の基準導入 

 (H10.2～) 

 

１０ ･母乳中のダイオキシン類に関する調査研究

事業 
･母乳中のダイオキシン類に関する調査 

研究事業 

･山口県周産期医療検討会報告の提出 

 

１１ ・１１月を乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）

対策強化月間と定める 

・生涯を通じた女性の健康施策に関する研究

会報告書の提出 

・新エンゼルプラン策定 

･「２４時間なんでもダイヤル」の開設 

･周産期医療従事者研修事業の実施 
・美東町保健福祉センター設置 

１２ ・健やか親子２１検討会報告書の提出 

・乳幼児身体発育調査実施 

・児童虐待の防止等に関する法律制定 

･ＡＴＬ母子感染予防のためのガイドライ 

ンの作成 

･母体・新生児救急搬送マニュアルの作成 

･母子保健推進員ハンドブックの作成 

･健康福祉センターにおける不妊相談の開 

始 

･子育て輪づくり地域推進事業の開始 

･小郡町、三隅町保健福祉センタ 

ー設置 

･山口県母子保健推進協議会１５ 

周年記念事業 

･全国母子保健推進員連絡協議会 

の設立 

１３ ・母子健康手帳の様式の改正 ･母子保健家族計画全国大会 

･山口県母子保健対策協議会新生児聴覚専 

門委員会設置 

･新生児聴覚検査調査 

･山口県健康づくり推進協議会健やか親子 

分科会設置 

･健やか親子に関する調査 

･橘町、日置町保健センター設置 

･第１回母子保健推進員全国大会 

（山口県） 

･母子保健法第１８条に基づく低 

体重児の届出受理に関する権限 

の移譲 （宇部市、山口市、防 

府市、下松市、岩国市、小野田 

市、光市、長門市、柳井市、美 

祢市、新南陽市及び各町村） 

１４ ･「健やか親子２１」における各指標ごとの

ベースラインの追加の認定 

･「地域保健における児童虐待防止対策の取 

組みの推進について」局長通知 

･「子ども虐待予防のための保健師活動マニ

ュアル」策定 

・健康福祉センターにおける不妊相談の

拡充 

・周産期医療検討会報告書策定 

・山口県母子保健対策協議会新生児聴覚

専門委員会報告書策定 

・健やか親子やまぐち２１策定 

･下関市彦島保健センター、阿知 

須町健康福祉センター設置 

･母子保健法第１８条に基づく低 

体重児の届出受理に関する権限 

の移譲（萩市、徳山市） 

１５ ・次世代育成支援対策推進法制定 

・少子化社会対策基本法制定 

・次世代育成支援対策推進法に基づく「行動

計画策定指針」について通知 

・保健師活動指針改訂 

・健康増進法施行 

･不妊専門支援センターにおける相談体制

の充実（助産師、臨床心理士） 

･２４時間なんでもダイヤルのＦＡＸ対応

開始 

･周産期医療システム基本構想策定 

･母子保健対策協議会思春期専門委員会設

置 

･神経芽細胞種マススクリーニング検査 

休止 

・第２５回全国地域保健師学術

研究会開催（山口県） 

・豊北町保健センター設置 

・山口福祉専門学校歯科衛生士

科設置 

・周南市設置（4.21） 

１６ ・特定不妊治療費助成事業開始 

・少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具

体的実施計画（子ども・子育て応援プラン）

を会議決定 

･特定及び一般不妊治療費助成事業開始 

･「ピアカウンセリング導入マニュアル」

の作成 

･母親のこころの健康支援専門委員会設置 

・豊浦健康福祉センター及び 

豊田支所廃止 

・宇部市合併（11.1） 

・下関市合併（2.13） 

・柳井市合併（2.21） 

・萩市合併（3.6） 
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年度 国 山  口  県 その他の主な事項 

１６ 
  ・山陽小野田市合併（3.22） 

・長門市合併（3.22） 

１７ ･小児慢性特定疾患治療研究事業を児童福祉 

法に基づく法律補助事業として実施 

･発達障害者支援法施行 

･食育基本法施行（7.15） 

･母子健康手帳様式の改正 

･「健やか親子２１」中間評価 

･「妊婦のための食生活指針」策定 

･乳幼児健康診査専門委員会を設置し、 

マニュアルを改訂 

･山口県立総合医療センターに総合周産期 

母子医療センターを開設(1.7) 

･地域周産期母子医療センターを指定 

(1.7) (独立行政法人国立病院機構岩国

病院、徳山中央病院、山口赤十字病院

、山口大学医学部付属病院、済生会下

関総合病院) 

･「新生児聴覚検査ハンドブック」作成 

･産後うつに関する普及啓発用リーフレッ 

ト「ひとりで悩まないで」を作成 

･全国乳幼児栄養調査の実施 

･宇部健康福祉センター厚狭支 

所廃止 

･山口市合併（10.1） 

･岩国市合併（3.20） 

･山口県母子保健推進協議会２０ 

周年記念事業 

 

１８ ・授乳・離乳の支援ガイド策定 

・特定不妊治療費助成事業一部改正 

（助成期間延長） 

･マタニティマークの配布 

･「５歳児発達相談マニュアル（障害者支

援課発行の発達障害に関するガイドブ

ック中）」の作成 

・「２４時間なんでもダイヤル」終了 

・特定不妊治療費助成事業の一部改正 

（助成期間延長） 

･健康福祉センター全支所廃止 

（玖珂、大島、阿東、美祢） 

１９ ・母子健康手帳の任意記載事項様式の改正 

・特定不妊治療費助成事業一部改正 

 （所得制限の緩和、助成額の拡大） 

･生後4か月までの全戸訪問事業「こんにちは

赤ちゃん」事業開始 

・「健やか親子やまぐち２１」中間報告 

・特定不妊治療費助成事業一部改正 

（所得制限の緩和、助成額の拡大） 

・一般不妊治療費助成事業一部改正 

（所得制限の緩和） 

・美祢市合併（3.21） 

２０ ・母子健康手帳の任意記載事項様式の改正 

・産科医療補償制度の創設 

 ※ 主体：財)日本医療機能評価機構 

・妊婦健康診査臨時特例交付金事業の実施 

・「すこやか親子２１」計画期間延長 

・山口県周産期医療システム基本構想の

改訂 

・一般不妊治療費助成事業一部改正  

（助成期間延長） 

・山口県妊婦健康診査支援基金の造成 

・山口県妊婦健康診査特別対策事業開始 

・健やか妊娠・出産等サポート事業開始 

･母子保健法第１９条に基づく未 

熟児の訪問指導に関する権限の 

移譲 （周南市、光市、宇部市､

山陽小野田市、萩市） 

･母子保健法第２０条に基づく養 

育医療の給付の決定に関する権 

限の移譲 （周南市、光市、宇 

部市、山陽小野田市、萩市） 

 ２１ ・特定不妊治療費助成事業一部改正 

 （助成額の拡大） 

・出産育児一時金の拡充 

 （暫定的に実施 H21.10～H23.3） 

・母子健康手帳の任意記載事項様式の改正 

･「健やか親子２１」第２回中間評価実施と 

2014年までの4年間計画期間延長 

・特定不妊治療費助成事業の一部改正 

（助成額の拡大） 

・総合療育システム拡充強化事業 

（乳幼児発達支援学級）廃止 (3.31) 

 

･母子保健法第１９条に基づく未 

熟児の訪問指導に関する権限の

移譲  (岩国市、柳井市、下松

市､防府市、山口市、美祢市、

長門市) 

･母子保健法第２０条に基づく養 

育医療の給付の決定に関する権

限の移譲  （岩国市、柳井市、

下松市、防府市、山口市、美祢

市、長門市） 

・山口市合併（1.16） 

２２ ・妊婦健康診査特例交付金事業の延長 

（H23年度末まで） 

・母子健康手帳の任意記載事項様式の改正 

･新生児聴覚検査ハンドブック改訂 

･山口県妊婦健康診査特別対策事業の延長 

（H23年度末まで） 

･母子保健法第１９条に基づく未 

熟児の訪問指導に関する権限の 

移譲 （阿武町） 
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年度 国 山  口  県 その他の主な事項 

２２ ・HTLV-1抗体検査を妊婦健康診査の検査項目

に追加 

・乳幼児身体発育調査実施 

･山口県周産期医療システム基本構想の

第2次改訂 

･母子保健法第２０条に基づく養 

育医療の給付の決定に関する権

限の移譲 （阿武町） 

２３ ･妊婦健康診査特例交付金事業の延長 

(H24年度末まで） 

･特定不妊治療費助成事業の一部改正 

(１年度目に限り３回まで通算１０回） 

・母子健康手帳の任意記載事項様式の改正 

（予防接種記録欄の変更） 

･山口県妊婦健康診査特別対策事業の延長 

 （H24年度まで） 

･特定不妊治療費助成事業の一部改正 

（１年度目に限り３回まで通算１０回） 

･山口県不妊治療（人工授精）費助成事業 

開始 

･HTLV-1母子感染予防専門委員会設置 

･「5歳児発達相談マニュアル 

（第2版）」発行 

 

 

２４ ・母子保健法施行規則の一部改正による母子

健康手帳様式の改正 

(便カラーカードの導入 など) 

・母子健康手帳の任意記載事項様式の改正 

･妊婦健康診査特例交付金事業の終了し、一 

般財源化へ移行 

･先天性代謝異常等検査にタンデムマス法 

を導入（9.1） 

(検査対象を６疾患から１９疾患に拡充) 

・HTLV-1母子感染予防のためのガイドラ

イン（改訂版）の作成 

・母体・新生児救急搬送マニュアルの改

訂版作成 

･母子保健法第１９条に基づく未 

熟児の訪問指導に関する権限の 

移譲 （周防大島町、和木町） 

･母子保健法第２０条に基づく養 

育医療の給付の決定に関する権

限の移譲 (周防大島町、和木町) 

２５ ・母子健康手帳の任意記載事項様式の改正 

・「健やか親子２１」最終評価報告書の公表

及びこれを踏まえた取組の推進 

･特定不妊治療費助成事業の一部改正 

（凍結胚移植等について上限7.5万円） 

･新生児聴覚検査ハンドブック改訂 

･特定不妊治療費助成事業の一部改正 

（凍結胚移植等について上限7.5万円） 

 

・平成25年4月1日から、 

 母子保健法第20条の未熟児養

育医療の給付決定等の実施主

体が都道府県から市町に移譲 

２６ ・母子保健法施行規則の一部改正による母子

健康手帳様式の改正 

（水痘が定期予防接種に伴う任意様式記載事

項様式の改正） 

・「健やか親子２１（第２次）」による今後

の母子保健対策の主要な取組みの提示 

・母子保健計画について 

（母子保健計画策定指針に基づく各自治体で

の策定について） 

・妊娠・出産包括支援モデル事業を経て、妊

娠・出産包括支援事業を実施 

・特定不妊治療費助成事業について 

 「安心子ども基金」により実施 

・特定不妊治療費助成事業の一部改正 

（40歳未満の方で新規に助成を受ける場合に

ついては、年間助成回数、通算助成の限度

を廃止し通算助成回数6回まで） 

 

・やまぐち子ども・子育て応援プランの

策定 

・特定不妊治療費助成事業について 

 「安心子ども基金」により実施 

・下関市が「子育て世代包括支援センタ 

ー」を設置（H27.3.31） 

 

 

２７ ・母子保健法施行規則の一部改正による母子

健康手帳様式の改正 

（児童相談所全国共通ダイアルの変更等に伴

う任意記載事項様式の改正） 

・「健やか親子２１（第２次）」の開始 

・「乳幼児に対する健康診査の実施について」

「乳幼児に対する健康診査について」の 

一部改正（平成27年９月11日付国通知） 

・子ども・子育て支援法に基づき、利用者支

援事業（母子保健型：子育て世代包括支援

センター）位置づけ 

・組織編成に伴い、母子保健業務が健康 

増進課母子・感染症班から、こども・

子育て応援局こども政策課保育・母子

保健班へ移管 

・４市(下関市、宇部市、岩国市、光市）

が「子育て世代包括支援センター」を

設置 

・男性不妊治療費助成事業開始 

 （１回の治療につき10万円まで助成） 

※国制度移行に伴い、平成28年3月31日 

付で廃止 

・乳幼児栄養調査の実施 

・２市（宇部市、岩国市）が産

後ケア事業を実施 
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年度 国 山  口  県 その他の主な事項 

２７ ・H28.1.20～ 

特定不妊治療助成事業の一部改正 

（初回助成額を15万円から30万円に拡充、 

男性不妊治療（上限15万円）の助成） 

・山口県周産期医療システム基本構想の 

第2次改訂見直し 

 

２８ ･児童福祉法一部改正（平成28年５月27日 

公布）に伴う母子保健法の改正 

 ○子育て世代包括支援センターの法定化 

  （法第22条：平成29年４月１日施行） 

 ○母子保健施策を通じた虐待予防等 

  （法第５条第２項：公布日施行） 

・｢新生児聴覚検査の実施について｣一部改正 

 （新生児聴覚検査の実施、関係機関の連携

の追加等） 

・母子保健法施行規則の一部改正による母子 

健康手帳の任意記載事項様式の改正 

（Ｂ型肝炎に係る予防接種の記載欄の追加） 

・Ｂ型肝炎予防接種の定期化（10月１日～） 

・８市（下関市、宇部市、山口市、岩国

市、光市、長門市、周南市、山陽小野

田市）が「子育て世代包括支援センタ

ー」を設置 

・５市（下関市、宇部市、山口

市、長門市、周南市) 

が産後ケア事業を実施 

・５市（下関市、山口市、岩国 

市、長門市、周南市)が産前・ 

産後サポート事業を実施 

２９ ・子育て世代包括支援センター設置運営要領 

・子育て世代包括支援センター業務ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

・産前･産後ｻﾎﾟｰﾄ事業及び産後ｹｱ事業ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

・HTLV-1母子感染予防対策マニュアル 

（WB法で判定保留の場合はPCR法を行うこ 

と。キャリア妊婦は原則として完全人工栄

養を勧めること） 

・｢新生児聴覚検査の実施について｣一部改正 

 （市町における受診状況等の把握、受診者 

の経済的負担の軽減） 

・母子保健法施行規則の一部改正による母子 

健康手帳の任意記載事項様式の改正 

・11市(下関市、宇部市、山口市、萩市、

防府市、下松市、岩国市、光市、長門

市、周南市、山陽小野田市）が「子育

て世代包括支援センター」を設置 

・先天性代謝異常等検査対象を19疾患か

ら20疾患に拡充（9月） 

・３市（萩市、下松市、光市)が

産後ケア事業を実施 

・１市（下松市)が産前・産後サ

ポート事業を実施 

・１市（山口市、宇部市）が 

産婦健康診査事業を実施 

３０ ・児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合 

対策（７月20 日閣議決定） 

・母子保健法施行規則の一部改正による母子 

健康手帳の任意記載事項様式の改正 

・成育過程にある者及びその保護者並びに妊 

産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく 

提供するための施策の総合的な推進に関す 

る法律：成育基本法（12月14日公布） 

・４市町(柳井市、周防大島町、上関町、

平生町）が「子育て世代包括支援セン

ター」を設置 

・やまぐち版ネウボラガイドライン策定 

・まちかどネウボラ：51箇所認定 

・母子等退院時連絡票改訂（新：母子等

要支援者連絡票） 

・HTLV-1母子感染予防のためのガイドラ

イン（改訂２版）の作成 

・４市町（岩国市、山陽小野田

市、和木町、平生町)が産後 

ケア事業を実施 

・２市町（宇部市、和木町)が産

前・産後サポート事業を実施 

・５市町（下松市、光市、周南

市、山陽小野田市、平生町）

が産婦健康診査事業を実施 

令和 

元 

・｢新生児聴覚検査の実施について｣一部改正 

 （市町における検査の実施、難聴児への情 

報提供等） 

・「授乳・離乳の支援ガイド」改定 

・母子保健法施行規則の一部改正による母子 

健康手帳の任意記載事項様式の改正 

・成育過程にある者及びその保護者並びに妊 

産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく 

提供するための施策の総合的な推進に関す 

る法律：成育基本法（12月1日施行） 

・特定不妊治療のうち男性不妊治療費の助成 

限度額を、初回の治療につき30万円まで 

に引き上げ 

・４市町（美祢市、和木町、田布施町、

阿武町）が「子育て世代包括支援セン

ター」を設置 

※全市町設置完了 

・まちかどネウボラ：75箇所認定 

・乳幼児健康診査マニュアル改訂版の作

成 

・特定不妊治療のうち男性不妊治療費の

助成限度額を、初回の治療につき30万

円までに引き上げ 

・７市町（防府市、柳井市、 

美祢市、周防大島町、上関町,

田布施町、阿武町）が産後 

ケア事業を実施 

・３市町（防府市、柳井市、 

阿武町）産前・産後サポート

事業を実施 

・８市町（下関市、防府市、 

長門市、美祢市、柳井市、 

周防大島町、上関町、田布施

町）が産婦健康診査事業を 

実施 

・阿武町が新生児聴覚検査の 

公費負担を開始 
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年度 国 山 口 県 その他の主な事項 

２ ・母子保健法一部改正による産後ケア事業の

市町村の努力義務 

・母子保健法施行規則の一部改正による母子 

健康手帳の任意記載事項様式の改正 

・特定不妊治療の助成額の増額、対象者の拡

大（所得制限の撤廃、事実婚の適用） 

・新生児聴覚検査ハンドブック改訂 

・新型コロナウイルス流行下における妊

産婦総合対策事業開始 

・次世代を担う女性の健康支援事業開始 

・特定不妊治療の助成額の増額、対象者

の拡大（所得制限の撤廃、事実婚の適

用） 

・３市町（光市、山陽小野田

市、田布施町）が産前・産後

サポート事業を実施 

・４市町（萩市、岩国市、和木

町、阿武町）が産婦健診を実

施 

・防府市が新生児聴覚検査の公

費負担を開始 

３ ・難聴児の早期発見・早期療育推進のための

基本方針（各都道府県において地域の実情

に応じて難聴児の早期発見・早期療育を総

合的に推進するための計画を策定） 

・不育症検査費用助成事業開始 

・母子手帳アプリを活用した妊娠・出

産・子育て情報の配信を開始 

・国が告示している不育症検査に対する

助成を開始 

・４市（宇部市、山口市、防府

市、美祢市）が多胎妊娠の妊

婦健康診査支援事業を実施 

・１町（平生町）が産前・産後

サポート事業を実施 

４ ・不妊治療費の保険適用開始（人工授精、生

殖補助医療（特定不妊治療）） 

・出産・子育て応援交付金の開始 

・児童福祉法の一部改正：令和４年６月15

日公付（こども家庭センターの設置等の子

育て世帯に対する包括的な支援のための体

制強化等を行う） 

・不育症検査事業一部改正（対象検査・助成

額の変更） 

・HTLV-1 母子感染予防対策マニュアルの改

訂 

・「乳幼児に対する健康診査について」の一

部改正（３・４か月児及び１歳６か月児健

康診査における胸囲並びに３歳児健康診査

における頭囲の記録欄を削除。３歳児健康

診査の記録欄に、屈折検査に係る欄を新

設） 

・特定不妊治療費助成終了 

・山口県不妊治療（人工授精）費助成事

業の一部改正（保険適応による助成額

の減額） 

・出産・子育て応援交付金を開始 

・やまぐちにじいろ親子ノート（山口県

版低出生体重児向け手帳）を作成 

 

・１市（美祢市）が産前・産後

サポート事業を実施 

・山口市が新生児聴覚検査の公

費負担を開始 

・５市（下松市、岩国市、光

市、周南市、山陽小野田市）

が多胎妊娠の妊婦健康診査支

援事業を実施 

５ ・乳幼児身体発育調査実施 

・「新生児聴覚検査の実施について」一部改

正（先天性サイトメガロウイルス感染症の

検査を行うことを強く推奨） 

・「乳幼児に対する健康診査について」の一

部改正（受診票等の改正） 

・１か月児及び５歳児健康診査支援事業の開

始 

・新生児マススクリーニング検査に関する実

証事業の開始（SCID、SMA） 

・５歳児健康診査マニュアル 

・母子保健法施行規則の一部改正（５種混合

ワクチンの追加） 

・児童福祉法等の一部改正 

・こども家庭センターガイドライン 

・伴走型相談支援体制強化事業の開始

（助産師派遣） 

 

・２市（美祢市、萩市）が新生

児聴覚検査の公費負担を開始 

・２市（岩国市、山口市）がこ

ども家庭センターを設置 

・２市町（下関市・阿武町）が

多胎妊娠の妊婦健康診査支援

事業を実施 

６ ・母子保健法施行規則の一部改正（市町村間

の情報提供の追加） 

・子ども・子育て支援法に基づく基本指針の

一部改正（産後ケア事業の追加） 

・「乳幼児に対する健康診査について」の一

部改正（健康診査受診票の定め） 

・母体保護法施行規則の一部を改正する内閣

・しあわせ運ぶ妊活応援事業の開始 

・先天性代謝異常等検査対象を20疾患か

ら23疾患に拡充 

・まちかどネウボラ：100箇所認定 

・14市町（下関市、宇部市、萩

市、防府市、光市、長門市、

美祢市、周南市、山陽小野田

市、周防大島町、和木町、上

関町、田布施町、平生町）が

こども家庭センターを設置 

・２町（上関町、周防大島町）
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府令の公布について（人工妊娠中絶のため

の薬剤投与の有無） 

・母子保健法施行規則の一部を改正する内閣

府令の公布について（先天性サイトメガロ

ウイルス検査の項目の追記、乳幼児身体発

育曲線及び幼児の身長体重曲線の記載の改

正） 

・母子健康手帳の任意記載事項様式の改正 

・「新生児聴覚検査の実施について」の一部

改正（リファーとなった児の先天性サイト

メガロウイルス感染症の検査の実施状況の

確認、必要に応じた指導やフォローを行う

旨の追記等） 

・産前・産後サポート事業ガイドライン及び

産後ケア事業ガイドラインの改定（産後ケ

ア事業における重大事案等発生時の国への

報告） 

・「妊婦等包括相談支援事業（伴走型相談支

援）ガイドライン 

が産前・産後サポート事業を

開始 

・全市町が新生児聴覚検査の公

費負担を開始 

・７市町（萩市、柳井市、周防

大島町、和木町、上関町、田

布施町、平生町）が多胎妊娠

の妊婦健康診査支援事業を実

施 

 

７ 

 

 

 

 

・「子ども・子育て支援法等の一部を改正す

る法律」の一部施行について（妊婦のため

の支援給付の創設、妊婦等包括相談支援事

業の創設等） 

・母子健康手帳の任意記載事項様式について 

・「こども家庭センターガイドライン」の一

部改正 

・母子保健のウェルビーイング向上事業

の開始 

・まちかどネウボラ：102箇所認定 

・２市（下松市、柳井市）がこ

ども家庭センターを設置 

・１市（長門市）が多胎妊娠の

妊婦健康診査支援事業を実施 
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